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会  議  録 

会 議 名 第３回小金井市市民協働のあり方等検討委員会 

事 務 局 市民部コミュニティ文化課文化推進係 

開 催 日 時 平成２３年１月２１日(金)午前１０時００分～１１時５８分 

開 催 場 所 前原暫定集会施設Ａ会議室 

出 席 委 員 

安藤雄太委員長 川合彰副委員長 白井亨委員 千葉恵委員 

吉田孝委員 堀井廣子委員 玉山京子委員 今井啓一郎委員 

飯野恭子委員 山路憲夫委員 

欠 席 委 員 なし 

事 務 局 員 

１ 小金井市 

市民部長 川合修 

コミュニティ文化課長 鈴木茂哉 

コミュニティ文化課文化推進係長 山田耕太郎 

コミュニティ文化課文化推進係主事 岩佐健一郎 

２ 小金井市社会福祉協議会 

（１）小金井市市民協働支援センター準備室 

市民協働推進員 加藤進 

市民協働推進員 佐藤宮子 

（２）小金井ボランティア・市民活動センター 

地域福祉係長 小早川良信 

地域福祉係職員 嶋田直人 

傍 聴 の 可 否  ○可 ・一部不可・不可 

傍 聴 者 数 ５人 

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由 

 

 会 議 次 第 

１ 市民協働に関する小金井市実態調査報告書(案)について 

２ 検討委員会の今後の課題(検討事項)及び進め方等について 

３ その他 

会 議 結 果 別紙のとおり 

発言内容・発言者名

（主な発言要旨等） 
別紙のとおり 
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提 出 資 料 

１ 市民協働に関する小金井市実態調査報告書(アンケート調査) 

結果 

２ 市民協働に関する小金井市実態調査報告書(案) 

３ 検討委員会の今後の課題(検討事項)及び進め方等について 

４ 検討委員会の日程(案) 
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会 議 結 果 

 

 

１ 市民協働に関する小金井市実態調査報告書(案)について 

  資料（２）市民協働に関する小金井市実態調査報告書(案)について、若干の修正

の上、了承された。 

 

２ 検討委員会の今後の課題(検討事項)及び進め方等について 

  資料（３）検討委員会の今後の課題(検討事項)及び進め方等（案）（たたき台）に

ついて、了承された。 

 

３ その他 

  資料（４）検討委員会の日程(案)について、了承された。 
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発 言 内 容 

【安藤委員長】  おはようございます。 

 昨年の７月からスタートいたしまして、今日で全体会４回目ということで、年も変わ

ったところでございますが、年変わるということは行政でいきますと年度末が近づいて

いるという、こういう話になってまとめなければいけないという流れもございます。そ

んなことで今日は全体会としては２回やった後、５カ月間あいておりますが、実は、そ

の間、小委員会の皆様方は１１回の小委員会を開催しているということで、中には毎週

お集まりいただきながら、各担当の行政の皆様方にいろんな課題をヒアリングするとい

う、大変、真夏は特に暑かったんですけれども、そういう暑い中も含めながら、長期間

にわたってヒアリングをしていただいたということで、今日はその部分を含めてどうだ

ったのかということで、まとめたものがございます。 

 これは皆様のお手元のところに行っているかと思いますが、そういった中におけるい

わゆる協働の推進の課題とか、今後の方向について、全体会の中でまた議論していきた

いと思いますので、今日は主にこの間のヒアリングをしてきたもののまとめを、尐し皆

さんとご意見を交換させていただくということになるかと思います。そんなことで、時

間的には非常に短い時間になりますけれども、皆様方のいろんなご意見をいただけると

大変助かるなと思います。特に今日はヒアリングに関わっていなかった皆様方と、私も

そうなんですが、このヒアリングをする中でのいろんな課題がどういったものなのかと

いう、それが皆さんとシェアできるような形で進めたいと思いますので、小委員会の皆

様方は是非いろんな角度から、こうだった、ああだったという、記録には残ってないも

のも含めてご意見いただけると、大変ありがたいなと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、早速、内容に入っていきたいと思いますが、事務局のほうで、多分、皆様

の机の上には資料が行っているかと思いますが、資料これとこれを今日使うということ

も含めて、資料の確認だけちょっとしていただければ。 

【鈴木課長】  おはようございます。お忙しい中をお集まりいただきましてありがと

うございます。 

 本日、皆様にご提出させていただきました資料についてご説明いたします。次第に沿

ってご紹介させていただきます。(１)「市民協働に関する小金井市実態調査(アンケート

調査)結果」、Ａ３の１部。(２)「市民協働に関する小金井市実態調査報告書(案)」、こち

らにつきましては小委員会の皆さんに小委員会の確定版ということで、今回、お配りを

させていただいております。小委員会以外の委員さんにつきましては、郵送でせんだっ

てお送りさせていただいたものでございます。本日お持ちいただいていると思いますが、

よろしくお願いいたします。それと(３)「検討委員会の今後の議題(検討事項)及び進め方

等について」というもので、ホチキス止めで２枚、全員の方にお配りしております。そ

れと(４)「検討委員会の日程(案)」ということで、Ａ４の用紙でお配りさせていただいて

おります。以上になります。 

 それと、こちら次第には載っておりませんが、小委員会の会議録、第２回～第８回目

までの小委員会の会議録、こちらを全員の委員の方にお配りしております。なお、小委

員会全部で１１回開催しておりますが、９回目、１０回目、１１回目の会議録につきま

しては、調整が終了次第、お配りさせていただきたいと思っております。以上です。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 
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 不足のものはございますでしょうか。もしあれば事務局のほうに一言言っていただけ

ればと思います。 

 それでは、早速内容のほうに入っていきたいと思いますが、本当にこの間、ご苦労を

していろんな角度から意見を聞いていただきました。その報告書を中心にしていきたい

と思いますが、その取りまとめをしていただきました小委員会の委員長の山路先生のほ

うから、このヒアリングがどうだったのかという問題点も含めて、尐しご報告いただけ

るとありがたいなと思いますので、先生、お願いします。 

【山路委員】  皆さん、おはようございます。 

 それでは、この間、今、安藤委員長のほうからご説明いただきました市民協働に関す

る小金井市実態調査小委員会を、５人のメンバーでやってまいりました。その経過と結

果報告をさせていただきたいと思います。座って失礼いたします。 

 中身については、今、資料として配られましたアンケート調査、これはヒアリング調

査に先立ちまして、準備室の加藤さんと佐藤さんのほうでも大変ご苦労していただいて、

アンケートの中身については我々もご意見申し上げたわけですけれども、中心的には加

藤さんと佐藤さんの準備室のほうで、全課５２課、市役所あるそうですが、小金井市役

所全課に対して膨大なアンケートを実施、その結果報告をこういう形でまとめていただ

きました。その結果報告に基づきまして、我々がその市民協働と関わりのある１５課に

ついて、５回にわたってヒアリング調査をさせていただいた。その結果報告のまとめが、

これはアンケートとヒアリングの中身のまとめということになろうかと思いますけれど

も、一番最後の６７ページのところは、我々のヒアリング、アンケート調査の結果の結

論でありまして、Ａ４の１枚のペーパーにまとめさせていただきました。 

 中身については、あと詳しくは膨大なデータですので、逐一というわけにはまいりま

せんので、かいつまんで申し上げたいと思うんですが、アンケートについては後ほど加

藤さんのほうからも尐し補足いただきたいと思いますけれども、市民協働に関して具体

的に現在実施している市民協働に関する事業と、それから、これから、現在、市が単独

で実施している事業の中で、今後、将来、協働事業として実施したいという事業、それ

から、今後、将来新たに協働事業として実施したい、検討したいと考えている事業とい

うふうに３つに分けて、それぞれの担当課に伺って、それに対する答えをいただいた。

単に答えというだけではなくて、その中身についてもかなり詳しく具体的にその成果も

含めて、アンケートに答えていただいたということであります。詳細はこのアンケート

調査結果を見ていただきたいと思いますが、その回答状況に基づいて我々が１５課に対

して、具体的にどうなのかということについて、伺ったということであります。 

 中身については多岐にわたっているんですが、基本的に市民協働についてどんなふう

に市は、それぞれの担当課は受けとめて、それで、そういう推進していく中で課題と考

えていること、実際、本当にプラス面・マイナス面を率直に話していただいたわけであ

ります。いろんな話がその過程で出てきましたが、細かい話はともかく、結論として申

し上げますとこのまとめに書かせていただいたように、この１５課の中でいろんな課題

があるということが判明したということを、ここにまず最初の１のまとめのところで書

かせていただいています。 

 総じて市の職員の方々、担当者の方々は現在の社会情勢の大きな変化、これは人類が

今まで経験したことのないような、尐子高齢社会に日本の社会は、今、突入しているわ

けでありますけれども、そのことの意味というか、重大性。それから、そういう中で市
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民ニーズがいろいろ多様化してきているということ。それから、これは小金井市に限り

ませんけれども、国及び自治体財政は非常にせっぱ詰った状況にあるということも紛れ

もない事実ですので、そういう全体状況の中で、いろんな地域課題を解決していかなく

てはいけない課題を、行政は担っているわけでありますが、そのためには市民協働が不

可欠だという認識を、総じて持っておられるというふうに我々は感じました。ただし、

そうはいいながらも、いろんな認識の違いは職員の間でもあるということを感じたわけ

であります。 

 当然のことながら、担当職員の中、担当課の中には市民協働の意義ということを非常

にきちんととらえて、それで、それを積極的に推進していこうと考えている課ももちろ

ん幾つかありましたけれども、ただ一方で、まだまだそういう意味では全体的な職員、

あるいは、全体的な課の認識にはなっていないのではないかと。その点ではまだまだ不

十分な面があるということも率直に感じました。おそらくその原因は、従来の行政手法、

つまり行政だけがそういうサービスを提供するということだけでは、もう難しい困難な

時代に差しかかっているんだという意味での危機意識が、これは行政に限らないと思い

ますけれども、民間もそうかもしれませんが、まだまだ不十分だと、そういう意識が浸

透していないということが最大の原因ではないかと。そういう意味では、なぜ市民協働

がやっぱりこれからの時代ますます必要になってくるかということについての意識の改

革、そのためにはやっぱり職員研修ということは重要になってくるだろうと思うんです

が、そういうことを通じて職員の市民協働についての意識の向上を図っていただきたい

ということが１つの結論であります。 

 さらに具体的には子育て、例えば高齢者支援という尐子高齢化の問題でありますけれ

ども、これは特に行政だけでは対応が難しい、しかも緊急の課題になっていると。その

中で市が単独でさまざまな事業を実施しているわけでありますけれども、協働事業とし

て実施したほうが効果的だと思われる事業も幾つかありました。もう尐しここら辺は突

っ込んで、市民協働という形でやっていただけないものかと、具体的に感じたことがあ

ります。ご承知のように、ここに参加しておられる委員の方々の中には、現実にさまざ

まな市民活動にかかわっておられる方がいらっしゃるわけでありますけれども、非常に

何というか、そういう方々でないと、市民でないとなかなかきめ細かいサービスができ

ないということをちゃんと認識していただいて、そういう力をこれからさらに活用して

いただきたいと。そのためには、市民協働を推進していくためのルール、原則ですね。

基本原則、それから、その仕組みづくりについて、まだまだそういう意味での環境整備

が十分とは言えませんので、そのための環境を整備していくことが、必要ではないかと

いうのがもう一つの結論であります。 

 そういうことを踏まえて、ただ、そうはいいながらも、我々、市民協働、市民協働と

いう形でこの間やってきたわけですけれども、市民協働を自己目的化するつもりはもち

ろんないということであります。それはもう市民協働というのはあくまでも手段であっ

て、目的ではないということも改めて、一番最後のまとめのところで申し上げているわ

けであります。ただ、協働事業にふさわしい事業ということをしていくためには、市民

協働の手法をさらにまだまだ取り入れる余地がある。それを積極的に取り入れることに

よって、市政の更なる充実を図っていただきたいということを、このまとめで言わせて

いただいたということについて、ご理解をいただければということであります。 

 非常に簡単でありますけれども、いろんな思いというか、実際、今、安藤委員長のほ
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うからも説明していただいたように、１１月は４回も毎週１回のペースで、かなりハー

ドなスケジュールだったんですが、これでもか、これでもかという感じだったんですけ

れども、やらせていただいた中に、やっぱり非常にいろんな方、委員の方々いろいろ感

じるところもあったと思うので、むしろその感じるところを今日それぞれの委員が出し

ていただいて、それについて小委員会に参加されなかった方々のほうからも、いろんな

ご意見・ご質問をいただいて、そのすり合わせの中でこれからの議論のたたき台にする

ための共通認識を、築いていただければと思っています。 

 最後に、非常にこれは５人の委員、我々共通した認識だろうと思うんですけれども、

市のヒアリングに応じてくれた市の担当者の方、それから、調査にも忙しい中に応じて

くれたわけですが、非常に率直にここまで、今までなかなかそういう機会もなかったと

いうこともありますけれども、ほぼ洗いざらい彼らの問題点を出していただいたという

ことについて、本当に市側に感謝申し上げたいと思います。それから、いわば縁の下の

力持ちというか、むしろ中心的な役割を果たしていただいた準備室の加藤さんと佐藤さ

んにも、本当に心からお礼を申し上げたい。それから、事務局のコミュニティ文化課の

担当者の方々にも本当にお世話になりました。これからの議論をより実りあるものに、

そのためにしていきたいと考えています。 

 簡単でありますけれども、以上、報告にかえさせていただきます。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 １１回やる中でのいわゆる大きい意味では、協働というところの認識をどうつくるか

というのが、行政の中ではある程度ばらばらになっている。そういう意味では、これか

らここの委員会がどういう協働というのをまとめていくのかという、このところが非常

に問題としてかかっているんですが、いずれにしても、そういう職員に対する環境設定

が、どうしても必要ですよという言葉をいただきましたけれども、じゃ、具体的にどう

だったのかというのを尐し事務局のほうから、まとめていただきました事務局加藤さん

のほうから、尐しご報告をいただくといいのかなと思いますので、その後、また皆さん

のほうからちょっと意見いただこうかと思っています。 

 じゃ、済みません、よろしいですか。どうぞ座ったままでいいです。 

【事務局】  分厚いものを送らせていただきまして、一応、皆さん斜め見程度はされ

ているということで、かいつまんでポイントと思われることを幾つかご報告申し上げた

いと思います。 

 この調査結果は大きく分けて、ページをご覧になるとわかりますが、調査の概要とい

うもの。それから、全体調査票、これアンケート調査の全体、すべての課に対して全体

調査票というもの。それから、Ａ調査票、これは、現在、協働事業を行っているものに

ついての調査です。それから、裏面に行きましてＢ調査票がございます。３９ページ、

これは現在、市が単独で行っているけれども、これを市民協働に切り替えたい、市民協

働として行いたいというものをＢ調査票です。Ｃ調査票というのは、現在、市が行って

いない事業であるけれども、今後、市民協働事業として行いたいというものをまとめて

あります。それから、最後にヒアリング調査を一まとめにしてございます。 

 調査の概要につきましては、今、山路小委員長のほうからるるご説明がありましたの

で省略させていただきます。 

 全体調査票の５ページをちょっとお開きいただきたいと思います。これは実質的に小

金井市は行政委員会担当課も含めて５２課あるわけでございますけれども、すべての課
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から回答がございました。設問１、まず「今なぜ市民協働の推進が必要と考えるか」と

いう設問を、自由記入で問うてみたところでございます。これについては、記入ありが

３８課、７３％、記入なしが１４課、２７％でございました。この分析等というので若

干のコメントを入れさせていただきましたけれども、ここをちょっとかいつまんでご説

明申し上げます。 

 市民協働は今後の市政運営の大きな柱の１つとされていることから、この設問につい

ては全課から何らかの回答が寄せられることが期待されたわけでございますけれども、

７３％ということだったということでございます。記入なしは「市民協働に関連する事

務は所掌せず」というのが１０課、つまり市民協働には我が課は直接は関係ないんだと

いう課が１０課。それから、しかし方向決めましたけれども、現在、協働事業を実施し

ている課も４課ございまして、やはり認識の違いが相当あるなと思われたところでござ

います。ウとして、要するに当課は協働事業に関連してないから回答不要とした課が多

いと思われる一方、協働事業に関連する事務を所掌していないとした１４課から回答が

寄せられたことは、職員間で市民協働に対する意識の違いが、尐なからずあるものと思

われるということでございます。 

 ６ページでまず主な記入例でございますが、これはお読みいただきたいと思いますけ

れども、分析等のところを見ていただきたいんですが、まず本設問につきましては「多

様化する市民ニーズや新たな社会的課題に対して行政だけでは対応が困難である」とい

う趣旨の回答が最も多くを占めてございました。類似した回答を含めますと３８課の回

答のうち、２０課がこういう回答をしてございました。次に多いのが、上記(２)のイ・

エ・オ・カ・キ・コということで、これは「市民協働の意義を積極的に評価して推進す

る必要あるんだ」と、そういう旨の回答が多かったということです。 

 次のページのウをご覧いただきたいと思います。市民協働が必要だと認識する背景に、

この６ページのウ・クをご覧いただきたいと思います。「景気も人口も右肩上がりの時代

が終わったにも関わらず、市政運営の手法は当時から変わっていないものが多い」と、

これは非常に職員もジレンマも感じているような回答でございました。ク「変わりゆく

社会情勢や財政状況を考えると行政サービスのあり方も変わらざるを得ないんだ」と、

「行政と市民がお互いに助け合いながら、自分たちの住むまちはみんなで守ることが今

後重要ではないかと考える」ということで、やはり社会状況が大きく変貌・変化してい

く中で、財政状況も厳しくなる中で、市民協働を推進していくことがやっぱり必要なん

だということが、このような回答からもにじみ出ていたわけでございます。 

 それから、８ページをご覧いただきたいと思います。設問２で「協働事業を実施して

いる課」ということでストレートにお聞きしたところ、現在、協働事業を実施している

というのは１７課、３３％。それから、現在、協働事業を実施しているし、今後も新た

な協働事業を実施する可能性があるということで８課。それから、現在は協働事業を実

施していないが、今後、協働事業を実施する可能性があるが１課で、協働事業に関連す

る事務は所掌してないというのが半分の２６課でございました。 

 それから、飛ばしまして１０ページをご覧ください。市民協働についての意見、課題、

疑問等、これ自由記入で設問を起したわけでございますけれども、記入ありがわずか８

課でありました。記入なしが８５％で４４課ということで、この分析等にも書いてござ

いますように、記入した課が８課で非常に尐ないと。協働事業を実施している課であれ

ば何らかの課題があるのは一般的であるし、協働事業に関連する事務を所掌していない
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課であっても、市職員として市民協働に向き合っていれば、意見等の記入があってもま

だよかったと思われました。それから、これは主な記入例を(２)以下に書いておきまし

たけれども、大変示唆に富んだ意見がありました。 

 次に１２ページをご覧いただきたいと思います。この設問３で、協働事業名を各部・

各課ごとに行政順に回答状況を１５ページまで記載してございます。これにつきまして

も１５ページをご覧いただきたいと思うんですけれども、分析等のアをご覧いただきた

いと思いますが、私どもとしてはもっと多くの協働事業が回答として挙がってくること

が期待されたが７０事業にとどまった。まだ市民協働についての職員の認識が必ずしも

十分ではなく、市民協働で行っているにも関わらず、協働事業として認識してない事業

が相当程度あるのではないかと思われます。また、市民協働に対する共通認識が育って

おらず、職員間の認識の違いが大きいと思われるというは、先ほどのご報告と共通して

いるところでございます。 

 小委員会委員と職員の認識の違いにつきましても、ヒアリング調査を通じてかなり鮮

明になったところでございます。市民協働に対する職員の認識が深まることにより、多

くの事業に市民協働の考え方を取り入れ、市民協働のメリット生かすことができると考

えました。ウとして、最も多く協働事業を実施しているのは生涯学習課の１１事業でご

ざいまして、以下このような順序になっております。 

 それから、１６ページですけれども、設問２の(２)のア「事業内容による分類」です。

これは購読・講習以下ずっと羅列したわけでございますけれども、分析等をご覧いただ

きたいと思いますが、延べ１４７事業の回答がございました。これは要するに７０事業

やっているうち、どういう性格のものかということを聞いたわけで、複数回答可能と書

きましたところ延べ１４７事業の回答がございました。最も多いのは広報啓発に関する

事業の３０事業、これは全事業の４３％を占めております。それから、イベントに関す

る事業の２９事業、４１％ということで、棒グラフのとおりでございます。 

 次のページ、１７ページをお開きいただきたいと思います。設問２の「事業目的によ

る分類」でございます。この１７項目というのは、特定営利活動促進法という法律の別

表から持ってきた事業の分類でございますけれども、今、７０事業の協働事業を行って

いるものは、それぞれどのような目的を持って行っているかということを問うたもので

ございます。 

 １８ページ、グラフと分析等をご覧いただきたいと思いますけれども、延べ１３０事

業の回答がございました。多いのは、保健、医療又は福祉の増進を図る事業の２０事業

で約３割を占めてございました。以下、このとおりでございます。最も尐ないのが、例

として国際協力の事業とか、こういう事業が各１事業で１％でございました。これらの

事業も今後の行政事業とか、政策展開などにより協働事業に占める割合が上昇する可能

性はあると考えられます。 

 次に１９ページをご覧いただきたいと思います。設問３の「協働相手の分類」でござ

いますが、社会福祉法人、ＮＰＯ法人以下ずっと考えられる協働相手の分類を提示して、

回答を課として求めましたところ、２０ページをご覧いただきたいんですけれども、延

べ１５４の回答がございました。最も多いのはボランティア団体の２４事業、次いでＮ

ＰＯ法人の２０事業、ＮＰＯ法人以外の市民活動団体の１７事業、以下、社会福祉法人、

商店街等になってございます。ウをご覧いただきたいと思うんですけれども、ＮＰＯ法

人や社会福祉法人は優遇されたところでございますけれども、法人格のないボランティ
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ア団体やＮＰＯ法人以外の市民活動団体が、採択を占めていることに注目すべきである

と思いました。また、商店街等、学校大学等、町会自治会も協働相手として相当割合を

占めていることにも注目すべきでございます。その他にも２７事業がずっと１９ページ

に羅列してございますけれども、千差万別な回答を得ましたが、さまざまな相手と協働

事業を実施していることがわかりました。 

 次、２１ページをお開きください。「協働事業の形態」でございます。これは共済とか

実行委員会の形式でございますね、これを問うたものでございます。一番多いのが実行

委員会・協議会等の２０事業、以下、共催、委託という順に続いてございます。ルをご

覧いただきたいと思います。分析等の２２ページで、実行委員会・協議会、共催、補助

は従来から多くある協働事業の形態であり、市民協働の定義等から見て協働事業と判断

されたというケースも多いと思われます。委託による協働事業は最近は多くなっている

形態であり、市の第３次行革大綱等を考えると、今後更に増える協働形態であると予想

されます。アダプトプログラムという、あまり耳なれない言葉がここに出ましたけれど

も、これは例えば公園など地域に密着した団体・個人が、里親のように公園の管理とか、

清掃、花壇の手入れなどをして、市はバックアップすると。つまり清掃用具や苗木を提

供するなどの形態をアダプトプログラムと称するわけでございますが、これが５事業あ

ったことは大変注目する必要があるんじゃないか、今後、増えていくものと予想されま

す。 

 指定管理についてですけれども、これは３事業挙げられました。指定管理は市が公の

施設を民間及びその他の団体を指定し、その管理を代行させる制度でございますが、こ

れには全くノウハウも関係なく機械的なことをやる指定管理と、ある程度市民のノウハ

ウを取り入れて管理ができる緩やかな指定管理があるわけでございますけれども、これ

は見解が分かれるところかもしれませんが、指定管理を一応対象に入れさせていただき

ましたところ、３事業ほど挙がってまいりました。 

 ２５ページをお開きいただきたいと思います。設問１０から設問７で市の予算額でご

ざいます。これは７０事業に費やした協働事業の予算が、どういうものかということを

分類したものでございます。それで最も多いのが１０万～１００万円の２２事業でござ

いました。これが約３割を占めている。次いで１００万～５００万の１７事業、２４％、

以下の順でございます。イをご覧いただきたいと思います。全協働事業の市の予算額の

平均は４９６万８,０００円でございます。一見すると多く感じられますけれども、指定

管理委託の３事業、これは総合体育館指定管理委託の１億１７３万、それから、栗山公

園健康運動センターの７,３３９万、尐年自然の家の指定管理、清里でございますが、こ

れが４,０７０万ということで、この３事業が非常に多額を占めてございまして、ちなみ

に指定管理委託の３事業除いた６６協働事業の市の予算額の平均は、１９２万４,０００

円でございました。 

 ウとして、全協働事業の予算総額は４億４,２８１万でございます。平成２２年度の一

般会計予算は４１３億でございますので、全協働事業の予算総額の占める一般会計予算

額の、当初予算ですけれども、これの０.８３％を占めていることがわかりました。ちな

みに指定管理委託の３事業を除いた６６協働事業の予算総額は、市の一般会計予算額の

０.３１％でございました。 

 ２７ページをお開きいただきたいと思います。協働事業とした理由を問うたものでご

ざいます。分析等をご覧いただきたいと思います。最も多いのが「市の単独事業として



 11  

 

実施するよりも、協働事業として実施するほうが事業内容の充実が図れるため」という

のが、４０事業で断トツでございます。５７％、約６割弱を占めております。次いで「協

働相手の発想やノウハウ、専門性を事業に取り入れるため」が３４事業、約半分でござ

います。「市民の主体的な関わりが必要なため」というのが４３％、「事業の波及効果、

すそ野が広がることを期待したため」が２０事業、３６％の順でございます。 

 「市の単独事業として実施するよりも、協働事業として実施するほうが事業内容の充

実が図られるため」というのが４０事業で６割弱を占めているのは、協働事業の意義･

効果を端的にあらわしているものでございます。これ以外についても上位に挙げられた

協働事業とした理由は、いずれも協働事業のメリットとしてとらえることができると思

います。一方、「経費の節減を図るため」が１１事業、１６％、「事業の効率化を図るた

め」が８事業の１１％、これは意外と尐なかったなと思っておりますが、現在、実施し

ている協働事業については、これらは協働事業とした主な理由でないことがわかります。 

 飛びまして３６ページをご覧ください。設問１６で「協働事業の課題」です。次のペ

ージ、分析等をご覧いただきたいと思います。協働事業の課題については延べ９０事業

の回答がありました。最も多いのが「課題は特にない」というのが約３割強でございま

す。次いで「内容の充実を図りたいが、市の予算等の制約があり困難である」というの

が１２事業、１７％。それから、「当該協働事業に係る費用や活動実績・成果などから見

て、市の支出金、補助金、委託料などを増額したいが、市の予算等の制約があり困難で

ある」というのが１１事業。「協働事業の質を上げる必要がある」というのが７事業の順

でございました。ウとして、国・都の補助金等で実施しているが、当該補助金等の支出

されなくなった後の事業の継続の見通しが立っていないという６事業を含めまして、市

の予算の制約に伴う課題というのが２９事業、４１％と４割強を占めてございました。 

 それから、次のエをご覧ください。３８ページ、次の課題は協働事業特有のものと考

えられ、市民協働を推進するためのルールや仕組みを検討する際に考慮する必要がある

と思われました。１つは、ア「協働事業の質を高める必要がある」、イ「協働事業との意

思疎通が十分でない」、ウとして「業務役割の分担があいまいである」、エとして「責任

の所在が不明確である」、オ「費用対効果の点では事業の継続に確信が持てない」、非常

にこれは悲観的な状況でございます。その他、協働に当たり参加者の数も大変だとかい

ろいろございました。 

 次に３９ページ、Ｂ調査票をご覧いただきたいと思いす。これは先ほどもご説明申し

上げましたように、１のＢ調査票の対象事業ですけれども、市が単独で実施している事

業で、協働事業として実施したい、あるいは、実施することを目指している事業が対象

でございます。これについては５課から５事業について回答がございました。下の分析

等をご覧いただきたいと思います。Ａ調査票と同様、もっと多くの協働事業が回答とし

て上がってくることが、行政職員としてはやむを得ない面があるかなと思われます。ま

た、現在、市が単独で実施している事業を協働事業として実施する場合、事業の質の確

保、あるいは、向上、担い手の確保、継続性、事業費など、今後、検討すべきさまざま

な問題があり、Ｂ調査票に回答し切れなかったことも考えられます。市民協働が市政運

営の大きな柱になっていくと考えると、もう尐し積極的に取り組む姿勢があってもよい

かなと思われます。 

 それから、４０ページをご覧いただきたいと思います。イ、回答された事業に関しま

しては、その内容や協働事業として実施したい理由から見ても、市民協働の意義等を理
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解した上で、取り組もうとしていることが感じられました。また、回答された５事業以

外にも、市の直営で実施するよりも協働事業として実施したほうが、市民サービスの向

上だとかメリットが大きい事業があると思われます。これにつきましてはエに書いてご

ざいましたように、昨年の５月に策定されました第３次行革大綱では、その目的として

市民協働・公民連携等を基本原則として、自立した行政運営の確立を図り、市民満足の

向上を目指しますとしてございます。また、同要綱の実施項目計画表では、市民サービ

スの充実を図るため順次民間委託や公共的団体へ委託するなどとして、現在、市が単独

で実施している学童保育業務の見直しや、児童館業務の見直しなど、数業務の見直しが

掲げられてございます。これらの業務につきましては、市民協働・公民連携も視野に入

れて見直しを進めるとの方針を示したものと言えます。 

 これに関しまして、第３次行革大綱を所管しています行政経営担当課長は第１回のあ

り方検討委員会に出席されまして、次のような発言をされております。「直営ではない新

たな運営方法が書かれている。以前であれば担当者は単純に委託業者を探すということ

であったが、委託する前提としてまず市民協働を考え、例えばＮＰＯ法人など現場をよ

く知っている市民の力をかりる方法を、模索する方向で進めていくというのが第３次行

革大綱の大きなつくりである」と述べておられます。今回の回答には上記エで述べた第

３次行革大綱に記載される事業は、１事業も挙がってきてございません。これらの業務

を協働事業として委託する場合、事業の質の確保、向上、担い手、継続性、施設等の利

用者の意向、事業などのさまざまな問題があり、Ｂ調査票に回答し切れなかったものと

考えられます。 

 次に４１ページをお開きいただきたいと思います。協働事業として実施したい理由、

これはＢ票に係る理由でございますので、これらの回答がございました。 

 次に４２ページＣ調査表をご覧いただきたいと思います。これは１に書いていました

ように、今後、新たに実施したい事業を掲げてございます。これについては４課から４

事業について回答がございました。 

 以上ですね、実態調査報告書の前段のアンケート調査のまとめでございます。あと、

ヒアリング調査はお読みいただきたいと思います。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 調査票についての分析をしていただいたところでございますので、おそらく行政側も

そんなことを考えているのかというようなところが、幾つか出たんではないかと思いま

す。幾つかポイントとしては、この協働を考えていく上で、結構、まとめの中で入れて

いかなければいけない部分、入れていったほうがいいかもしれないという、そういうの

も幾つか含まれているかと思いますので、そんなところをまた議論させていただければ

と思います。とりあえず今の部分のところまでにおけるちょっとご質問、ヒアリングに

ついてはそれぞれで小委員会の皆様方に、ヒアリング調査というところでいろんな質問

が出ていますので、そんなところを含めながら、自分の質問したのはどういう点だと言

いながら、ちょっとやっていただきたいと思いますが、ここまでの間で尐しご質問があ

りますか。この辺はもうちょっと聞かせてほしいという。一遍に報告されても、なかな

か難しいかと思いますが。 

 それでは、ここでさっき協働するときのメリットとか、いろんなことが入っておりま

したが、これがヒアリングの中に入ってきていますので、協働は難しいとか、これは協

働とは言わないんじゃないかとか、いろんなのが答えの中に入ってきていますので、そ
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うしたら、これは逆に委員の皆さんにこれを含め、ヒアリングの中身と感想を含めてや

ってもらったほうがいいですよね。 

【山路委員】  そうですね、感想でもいいし。 

【安藤委員長】  それでは、どうぞ、ここに書かれてないことも含めて、自分はこん

なふうに感じたという感想で結構ですし、特にヒアリングの中で質問しながら、行政の

皆さんが答弁していただいていますが、でも、そういうことをもう尐し掘り下げてほし

いとか、いろいろまだ足りなかった部分もあるかもしれませんし、そういうことを考え

ていたのかなんていうふうに、改めて感じた部分もあるかもしれませんが、そんな部分

も含めてで結構ですので、各小委員会でヒアリングに出た皆様方、順次、ご感想・ご意

見・ご疑問を含めていただけるといいかなと思いますが、では、どうしましょうか、川

合さんのほうから行ったほうがいいでしょうか。 

【川合副委員長】  そうですか、はい。 

【安藤委員長】  はい、どうぞ。もしヒアリングのこの中でもって、自分が質問した

のとか、関連したものがあれば、どうぞ、どの質問だと言っていただいて結構ですので。 

【川合副委員長】  私の率直な感想は、今、加藤さんから報告あったように、比較的

皆さん真剣に考えてやってくれているなと。一番の問題はそれがこういう場でないとオ

ープンにされないというか、知らしめられてないところの情報のギャップというんです

かね、これに対して何か手を打っていかなきゃいけないと、ちょっと私こんな問題提起

したんで、一番大きなポイントはこの辺ですね。 

 それから、もう一つは、今、このＱ＆Ａ、ヒアリング調査の後ろのほうに、ページか

らいけば皆さんのところで５５ページ以下に、いろんな質疑をした内容の「質問とその

結果」というのが報告をされております。全部が全部じゃないんで、これは加藤さんう

まくやっていただいたなと思うんですが、その中で、これ幾つか見ていけばわかるんで

すけど、もう一つの私の感じたギャップは協働のとらえ方が難しいのかなと。我々もそ

うだと思うんですけど、必ずしも定義では明確には出ない。公共に資するといっても公

共なんて幅が広過ぎて、人によって違っちゃうなというのがあります。それから、協働

というのがどこまで市民とかかわればいいのかということが、わからないというところ

があるように思って、その辺を尐し範囲を狭めて、例えば今回の我々のあり方委員会で

言うときの協働は、この範囲で言いましたと、何かその範囲を限定して物を言っていか

ないと、今後とも混乱するかなというふうに率直に思いました。 

 それがちょっと今申し上げたところで、１つの例として５５ページの質問２というの

があります。ちょっと皆さんもご覧いただければいいと思うんですけど、「福祉団体に補

助金を出して福祉活動をしている事業が多くあると思うが、それは市民協働と位置づけ

られないのか」、これは実は行政側から出た補助金を単に出しているのは、協働でないと

いうふうにご認識があるから、今回の調査の中では出てこないというケースですね。そ

れに対する回答なんですね。この場合は地域福祉課の回答であったわけですけれども、

あくまで補助金は福祉活動の活動するために当たって支援するというものであり、協働

じゃないということなんですね。実はここにものすごく難しさがある。 

 一番端的なケース、私、実は「ハンディサポートこがねい」という、福祉有償運送を

担っているわけですけれども、私たちはあくまでこれは、本来、他の小金井市以外の市

町村の実態を見ていると、行政が主体となって弱者の歩行困難な方の手助けをしなきゃ

いけないということで、まさしく公共的な仕事なんですね。ところが、小金井市はたま
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たまいろんな経緯があって、市民団体が立ち上げてやってきて、それに対して市が補助

金を出してくれるというシステムなんですね。 

 私からいえばこれは明らかに公共が担う仕事をボランティアが主体でやっていている

だけで、公共的な代替しているからあくまで協働事業の、全面的に任されてやっている

１つの典型的なケースだと思っています。補助金を出している部署からいくと、それは

今ちょっと申し上げたように協働じゃないという、実はこのギャップはすごく多く見ら

れる気がしました。これを何とか調整していかないといけないのかなと思うんです。ち

ょっとそれが１つのケースで、この２番のところの回答もあれば、４番の回答にもある。

これ実は外したほうの回答なんですね。 

 今度は次のページに８番の質問、こんな質問があって、コミュニティポータルサイト

運営事業の内容については、実はそれを協働事業と含んだのかという質問して、それに

対して回答があった。それから、もう一つの例としては、今度は５９ページに行きます

と、質問の２０番というのがあるんですね。ここでは、正直言って、迷っているんです。

入れていいのかどうかがわからない。入れました、外しましたというケースですね。 

 それから、今度は同じく３６ですかね、指定管理ですね。指定管理というのは、ある

程度、作業範囲が思いきり絞られて、それに基づいて契約ベースで事業を委託している。

これは自分では協働事業とその業者の側は認識したい。でも、本当にそれがそこまで縛

られて、市民団体、請け負った側に自由裁量がないのが協働事業という認識で、ただ、

指定管理の中でもそこまで縛ったケースがある。そうじゃないで、もっと任せた相手の

主体性を重んじていますよという、２つのタイプがここにあったりしますということで、

実は細かい点ですごく協働ということに関する認識にばらつきが見えるというのが、今

回の大きな点です。そういう意味で何らかの格好の定義的な部分、これも決められない

と思うんですが、決めて何か言わないと混乱するかなという感じがします。それが１点。 

 もう一つは、今、たまたまこれこういう格好で調査結果、これは例えば変な質問です

けど、私、実はＮＰＯ法人連絡会の代表で来ているんですが、これは実はこのコピーを

公開してもいいものかどうか。何を言いたいかというと、実は行政側がこういうふうに

考えて、こういう事業でこんなことをしているということを、必ずしもオープンになっ

ていないものですから、多分、唯一の資料だと思うんですね。それを私どものＮＰＯ法

人会のメンバーに流して、あ、市がこう考えているのは自分たちがやっている事業と似

通っているから、協働のこの世界に働きかけを、我々自身のＮＰＯ側からできるんじゃ

ないか。 

 それから、もう一つ逆な言い方すると、たまたまここではＱ＆Ａでは、手元の資料で

先ほどのところで１８のＱ＆Ａであるんですけど、市民団体が、私たちがしている事業

分野で、どういう市民団体があるかわからないという、たまたまそんな回答が行政側か

らあったので、私、どきっとしたんですが、実際、私たちのＮＰＯ法人連絡会側のあれ

からいくと、例えばいろんな事業分野を整理をしまして、今であれば個々のＮＰＯ団体

がこんなことをしていますということは、自分たちの資料として持っているんですけど、

それを、でも、子育ての分野でまとめるとこんな団体がいろいろあるんですよとか、あ

るいは、特殊なあれでこんなのあるんですよと、尐しまとめて行政側に情報を提供する

仕組み、そういう意味で言えば双方が情報を交換して、共通理解を深める仕組みが要る

のかなということを実は尐し感じて、私の宿題としてもしたいし、また行政側にどこま

で情報を公開していいかのご相談もしながらやっていく、そんなことを感じました。 
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【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 やっぱり協働のとらえ方が違うというのと、情報が必ずしも同じような考え方で、統

一されてないということでの違いが出ましたけど、白井さんはいかがでした？ 

【白井委員】  はい。 

【事務局】  委員長、途中ですけど、訂正しましょう。 

【安藤委員長】  訂正、はい。 

【事務局】  申しわけありません。５５ページを開いていただければ。 

【安藤委員長】  はい、５５。 

【事務局】  (４)を見ていただきたいんですが。 

【安藤委員長】  (４)、はい。 

【事務局】  実はこれは(３)の延長でございまして、(４)という独立した項目を設ける

必要のないものでございまして、これを上に上げて、(４)を削って(５)を(４)、以下ずっ

と１つずつ下がるという、単純なミスをいたしました。 

【山路委員】  ちょっといいですか。 

【安藤委員長】  はい。 

【山路委員】  川合さんに非常に重要な指摘していただきましてありがとうございま

した。それで、ちょっとこれは我々としてももうちょっとさらに議論をしていかなくち

ゃいけない話が多々あるんですが、その中の１つとしてハンディサポートの話を言われ

ましたね。 

【川合副委員長】  はい、例として。 

【山路委員】  ええ、非常にわかりやすい話だったんですけど、要するに福祉団体に

対する補助金という形を、どう協働という形に実のあるものにしていくのかということ

からいうと、これは小金井に限らないですが、要するに行政が委託した団体に丸投げを

しちゃって、もう本来だったら行政がもう尐しかかわって、委託した先とともに考えて

取り組むということを、きちっとやっていかなくてはいけないのを、どうも補助金とい

う形で福祉団体に出すお金のやり方ということについては、結果的に行政がその責任を、

非常に短絡して言えば放棄しているとこあるんじゃないかという、ご指摘のように受け

とめたんですが、そのように考えていいですか。 

【川合副委員長】  そうじゃなく、逆に運営団体側からいくと、あまりタッチされな

いほうが……。 

【山路委員】  タッチされないほうがいい？ 

【川合副委員長】  でも、公共事業を担っているんですよ。したがって、いろんな市

の政策の中で１つの分野として位置づけ、ここはもう全面的に任せて問題がないんだか

らそれでいいんだ。でも、それは１つの市の大きな行政の手柄とは言わないけど、仕事

の１つだとして評価していいんじゃないかと。彼ら自身がもっと自信を持って評価して

いいんじゃないかと思う、逆の意味です。 

【山路委員】  そういう意味でいいんですか。 

【川合副委員長】  はい。 

【山路委員】  わかりました。ただ、具体的にその場合には、その評価のする仕組み、

後ほど話が出てくると思いますけど、場合によってはそれが本当にうまくいっているの

かどうかということを、チェックするというもちろん責任を負っているわけですよね。 

【川合副委員長】  ええ、それは年に一度、必ずそういう話し合いをします。 
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【山路委員】  それはきちんとやってもらいたいと、そういうことですよね。 

【川合副委員長】  そうです、はい。 

【山路委員】  わかりました。 

【安藤委員長】  とても多分まとめのところの「協働とは」という定義の中で非常に

出るのは、今、山路先生が言っていただいたように、補助金・委託金から見るか、この

事業をどういうふうに見るかというところでもって、協働なのか、単に行政が支援して

いるのかという、その区分が多分出るんだろうと思いますので、おそらくその辺の議論

をここではどうしてもやらないとまずいなと思っていますので、また、そのとき意見い

ただければ。では、白井さん。 

【白井委員】  結論からいいますと、ヒアリングをずっとさせていただいた感想とし

ては、今、ちょっと話し出ましたけど、ルールみたいなものがきっちりなかったりだと

か、もしくは前例がないことをやっているというケースもあったり、若しくはいつの間

にか昔からずっとそういうことをやっていたよねみたいなこと、それで、それがうまく

やっぱり体系化されてなということもあって、結局、指定の役所の側の人も何が協働か、

実際やろうと、やらないといけないというのを言われながらも、わかってないというこ

とで、あともう一つは、全体調査でしたかね、何か市が市民側に求めることみたいなこ

とで結構出てきたのが、市民の方にもやっぱり共通認識を持っていただきたいみたいな

ことというのが、幾つか感想として出ていたりすると、やっぱり市民側も協働というこ

と、もしくは協働という言葉自体を全然耳したこともない方もいらっしゃる。自然にそ

ういうことをやってみたいな、その共通認識含めてお互いがどうやったらいいのみたい

なところで見えてないのかなというのは、いろいろヒアリングをして感想として得たと

ころです。 

 ただ、さっき川合さんのほうで、実は市役所の方々、市政のほうでもきっちりやって

いるんだなみたいなことはおっしゃっていたんですけど、私もこういう市政に関わるこ

とは、非常に素人ながら、今回、初めて参加させていただいて、今まで持っていた認識

でいくと「あ、意外にちゃんとやっているんだな」というのは、非常に失礼なことを言

いますけれども、多分、今まで協働とか、そういうことに関わってない人間としての、

一般的な意見だと思うんですよ。何か勝手な今までの既成概念とか、ある意味、風評被

害受けているところもあると思うんですけど、「役所って」みたいな、一くくりで見られ

ちゃって、非常にもったいないなという感想は、この半年間ぐらい関わらせていただい

て、非常に前向きに取り組んでいる人もいますし、いいなというのは思っているんです

けれども。 

 ただ、それはやっぱり一部であって、トータルでいろいろ見ていくと、非常に残念な

結果だなというのがありありと出まして、例えばさっき加藤さんのほうからアンケート

の報告でありましたけれども、まとめの調査報告書の５ページですね。全体調査票につ

いての設問１の「市民協働の推進がなぜ必要かと考えるか」という自由記入について、

普通に、私、サラリーマンとして会社で働いているんですけど、こういう会社が取り組

むアンケートとか、調査って１００％は答えないといけないですね。これに対して７３％

にとどまったということは、甘いなというのが一般的な市民としての感想です。 

 あと、この調査報告書の６ページ見ていただいて、記入内容をいろいろア～ホまで書

かれていて、いろいろ分析もまとめられてあるんですけれども、これを見る限りは非常

に皆さん本当にすごいちゃんと考えているなと、素晴らしいなということで思っている
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んですけど、これを踏まえて実際にヒアリングをさせていただいて聞いていくと、建前

でしかすぎないんだなというところが１つ感想としてあります。 

 ヒアリングの中で共通の質問を、山路さんのほうからしていただいたんですよね。例

えば調査報告書の４６ページの質問の５「市民協働に関する実態調査の回答に当たって

課内でどのように検討しましたか」という質問がありました。私の認識で言うと、それ

はみんなで議論して話し合って答えを出したんだろうなとかいうのは思っていたんです

けど、それぞれお仕事の事情とかはあるかもしれないですが、ここで挙がっている６つ

の項目ってほとんど、例えば１番で言うと１行目の真ん中ぐらいですね、「事業担当者が

作成した回答案を課内のメンバーが確認し、調整された」とかね、あと、真ん中から２

つ目「回答案を作成し係内で回覧して共通認識を持った。その後、課全体で回覧」とか、

何か「話し合ってんの？」みたいなところが実はありまして、何か機械的に、やらない

といけないと言われたからやっているみたいなところが、こういう結果を見て非常にと

られたのかなと思うんです。 

 ただ、実はここには出てないんですけど、私、毎回ヒアリングのときにこの質問を全

部メモっていたんですが、実はそれを見返すと４割ぐらいは話し合ったという結果にな

ったんですね。ここにはちょっとほとんど話し合いを持ったというのは出てないんで残

念なんですけど、それでも、本来であればこういう大事なことは、もっと話し合うべき

なんじゃないかなというところは、素人ながら感想として出せていただきます。 

 あともう一つ、私がヒアリングの中で特に気になって、若しくは注意して質問したり

とかしていたことに関して言うと、成果指標みたいなことをテーマにしていたんですね。

ヒアリングの項目で言うと、例えば報告書の３３ページと３５ページに２つ質問がある

んですね。その意味では調査票ですね、これをもとに質問したんですけど、３３ページ

の１６番、設問１３というところで協働事業の評価・検証ということ。これに関しては

グラフでも出ていますけど、評価・検証し事業改善がされているみたいなのが４４とか

高かったり、次のページ、３５ページ、１８設問１５「協働事業の成果」というアンケ

ートに対して、一定の成果を上げているとか、若しくは成果を上げている、非常に「あ、

みんなやっていることは成果上げてるんだ」って思うんですけど、これに対して実際に

ヒアリングのときに、じゃ、どういう成果だったんですかみたいな質問、若しくは１６

番の評価・検証について「評価・検証して事業を改善して」、どういう評価されているん

ですかみたいなことを聞いても、明確な評価指標だったり、若しくは成果の目標みたい

なのがそもそもなかったみたいな、若しくは「何ですか、それ？」ぐらいな回答があっ

たりとかいうので、何をもって一定の成果を上げているとか、成果を上げているという

回答にしてんのというのが、私の認識とはかなり大きなずれがあったということです。 

 ただし、いい例もございまして、悪いことばっり言っていると怒られるんで、この報

告書の６３ページ、これは私、質問したんですけど、６３ページの３５番、栗山公園の

健康運動センター、指定管理のところでの質問なんですが、幾つか事業をやっていて、

ここもアンケートでは一定の成果を上げているというふうに回答されていました。どの

ような理由でその回答をしたのかというのを質問したところ、従来より約１割利用者が

増えたという明確な指標があって、ついでに利用者が増えた理由は何ですかって聞いて

みると、それに対してもある程度明確な答えを得られた。更に突っ込んで、市が運営し

ていたときより指定管理にしてやって、比較して予算はどうだったのって聞いたら、非

常に安くなったということとか、これは非常にわかりやすい例の１つなんですよ。こう
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いうふうに例えばお金若しくは利用者というので、きっちり数がとれないこともいろん

な事業がある中で多いと思うので、これが絶対いいというのを言えないんですけど、た

だ、何かしらの目標というのがあるべきだと思うんですね。 

 こういう話をいろいろヒアリングとか、小委員会で話しをしている中で、加藤さんか

ら行政の評価の制度というのがあって、今やっているんだよみたいことを教えていただ

いて「あ、そうか」ということで、僕も知らなかったんです。ただ、ここで気になった

のは、結局、何か事業としての成果指標だけじゃなくて、結局、その事業として何かこ

れをやろうねってなったときに、普通の考え方でいきますと、それをやるために細かく

逆算して、いつまでに何をやる、何をやるみたいな、ちょっとしたロードマップに落と

していくと思うんですよね。じゃあ、例えば協働っていう部分で、これをちょっと一緒

にやりましょうといって、協働的なことをやっていますと。それをどこまで、いつまで

に、どういうことぐらいまではやろうかぐらいの、数であらわせない目標でもいいんで、

そういうのがあってしかるべきだと思うんですね。ただ、それがほとんどなかったとい

うのが、ヒアリングの現状かなと思うんです。 

 総じて、ただ、冒頭にも言いましたように、本当に前向きでちゃんときっちりやられ

ている方々とか、市としてもやっぱり取り組むんだろなというのは伝わってきています

し、山路さんもおっしゃっていましたけど、こういう取り組み自体が非常に前例のない

ことだよということで、私も参加させていただいて非常に有意義だなというのは思いま

すので、本気でやるのというのが言いたいことなんですよね。多分やるのは本気でやら

ないと、かなわないと思っていますし、それは行政側もそうですし、ある意味、市民側、

私も含めて市民側も本気でやるには、みんなでどうしていくかというのを、もっと考え

ないといけないよねということと、ちょっと話ししましたけど、特に若い人というと怒

られるんですけど、若年層、特に２０代、３０代の市政への参加というのが、多分、非

常に課題なんだろうなというのは、私自身が３０代なので感じているところです。 

 私は会社でいくと実はもうベテランなんですよ。どっちかというと、もう平均年齢よ

り上のほうに当たりますんで、もうかなりベテランというふうに見られています。そう

いう位置づけなんですよね。ただ、この場にいると、僕、やっぱり若いなという、これ

が多分、実際の縮図だと思うんで、だから、そういうもっともっと参加できるような仕

組みをつくれたらいいなというのが、いろいろヒアリング、小委員会を踏まえて感じま

した。以上です。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 すごく重要な指摘で、評価指標なり、目的なりをどう最初に設定しているかとか、こ

こは非常に重要なんで、どうしても私もあちこち見ていると、「やって」みたいな、「う

ん、いいよ」という、そういう関係で受けているのが圧倒的なんで、今言ったようにき

ちんとやっぱり何らかの形のものを、目標を設定しながらというのはどうだったかとい

う、それが１つ必要だと。私はもう１個違う地区でやっているのは、大事なのはこの評

価は全部行政側が見ている答えなんですけれども、全く同じものをＮＰＯ側から聞いた

らどうなのかって、この差異はどうするのかという、ここが、多分、今後、評価を考え

ていく上でものすごい重要なところになりますので、大変いい指摘をしていただいたか

なと思います。ありがとうございました。 

 そうすると、玉山さんですかね、小委員会はね、はい。 

【玉山委員】  このたくさんの事業に挙がってきた中で、イベントや講座が多いとい
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う点については、何ていうんでしょう、何回も継続してやることで敷居が低いので第一

歩だなって、市が今どういう状況なのかなというのも、大体わかった上でヒアリングに

臨むことができました。 

 細かく言うと切りがないんですが、全般的な感想としてはやっぱり予算が厳しいとい

う意見が非常に多かったんです。市民の活動なんかに参加している私たちから言わせる

と、予算以外のことで幾らでもできることがあると思うんですよ。いきなり最初に予算

でパシッと切られるのは、私的には非常に不本意なものがあります。たまたま子ども施

策に興味を持っていたので、後半の子ども家庭部のところは非常に真剣に聞きもしたし、

質問もしたんですが、行革大綱にあるのでこういう委託をしたけれども、協働であると

かないとかいう話が最後に出てきますが、行革大綱にあるから委託をするのではなくて、

なぜ行革大綱に挙がったのかというところまで、私としてはさかのぼって考えてもらい

たかったですね。 

 そういった中で、どうしても、皆さん、頑張ってはいただいたんですけれども、行政

の方たちの特徴というか、そういうものなのかもしれませんが、ガードが固い印象がと

てもあって、私たちが協働しろって言っているんじゃなくて、これは市から協働したほ

うがいいという結果があったはずなのに、何でこんなにガードが固いんだろうと。例え

ば「困ったことはないか」って聞いたときに、「ない」とかいうのは変だと思うじゃない

ですかね。例えば予算がないからできないという、その先にもう尐し苦悩が見えてほし

かったんですけれども、やはり記録にも残る場合もあるし、個人的な思いだけで言える

ことではないだろうなという思いで聞いていました。特にたまたま子ども関連に興味が

あったし、現場にもいたりしたので、子ども関係のところは非常に多くの市民が実は関

わってきていますが、子ども家庭部だけでは事業としては２つしか出てきませんでした。

何というんでしょうね、協働ということの認識がされていないからこうだろうと思われ

るのを出したんではなくて、迷ったなら全部出してほしかったと実は個人的には強く思

ったわけです。 

 子ども関連に実は委託のところがあって、そこが委託であるかないのかということは、

読んでいただければわかりますのは、もうしつこいぐらい私は聞いていまして、例えば

業者の人とかに、そのスキルがある、できる業者に委託するのは、子育て関係は非常に

難しいと感じているんですよね。住所を見ただけであの辺に住んでいる子なんだという

のが、ピンと来る市民の人たちが関わっていることに、非常に意味があると思うんです。

それが協働であるかないかが、基本的には協働ではないそうなんですけれども、それは

責任感のあらわれかなと感じたんですが、ヒアリングの私のところにも述べてあります

けれども、市民に委託をして市ができる以上のことができるというのは、実は私は内心

納得がいかないところなんです。だれが犠牲に、犠牲にというと言い過ぎかもしれませ

んけれども、どこに何が起きてそういうマジックみたいなことが可能なのかというのは、

やはりこれは行政における市民側も見守る人たちも、みんなできちんと共有すべき部分

だなと感じています。どこかでだれかが我慢をしていないか、無理がかかっていないか、

我慢や無理があったとしたら、それは長く続くのは難しいと思うんですよね。子どもの

場でそういう引き受け手がぽんぽんかわっていくのは、子どもたちのためには決してな

らないことで、そこまで考えてきちんと委託をするんであればするべきだし、そこいら

辺がクリアできなければ、実はもう委託すべきではないかぐらい私は個人的には感じて

います。 
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 白井委員との小委員会でもやりとりがあったんですが、成果活動指標については市民

団体、もしくは私はちょっと放課後子ども教室なんかにも関わっているんですが、ボラ

ンティアから言わせると報告書が非常に大変なんです。特に放課後子ども教室なんかは

毎週、毎週、同じようなことがあって、特に毎回、毎回変わったことがあるのではない

ので、できれば、必要なことは漏らさないけれども、負担にならない形で何か工夫がで

きないものかなと思います。私自身の経験その他から感じますけれども、行政の方たち

はみんなとても一生懸命やってらっしゃいます中で、生え抜きの人たちと転職した方に

もよって違うと思うんですが、行政の方たちはやっぱり法律や、公平公正の原則にどう

しても縛られて、できることとできないことが私たち市民の目線とは大きく変わってき

ますね。 

 そこのところは私たち市民の側はよく理解しなきゃいけないし、逆に行政の人たちも

市民がそれをわからないんだということを、よくわかっていていただきたいなと。ここ

でこの前も申し上げたんですが、いきなり共通言語が失うことがあります。ここでこう

いったら何ですけれども、うまくいかなくてけんか別れみたいになるのは厳に避けなき

ゃいけないなと思います。行政の人たちが「だから市民は信用できない」かと思うのも

よくないし、市民の人たちが行政に不信感を抱くのも非常によくない。そういうことで

大事な事業が消えていくとしたら、特に子ども関係で言えば、それは地元の子どもたち

やその保護者が非常に不利益をこうむることになるので、今後、その辺はきちんと考え

ていかなきゃいけないと思うし、今回みたいな協働はやっぱり行政と市民の相手がいる

問題ですよね。 

 行政はどんなに温度差があっても組織なんですよ。多分、最小限度の一本化は図れる

し、そうあるべきだと思いますが、問題は市民側でして、これは決して組織ではないし、

ばらばらだし、協働に興味のない市民を怒っておしりたたくこともできないわけですよ

ね。もちろん市民のほうにもたくさん啓蒙しなきゃいけないし、ＮＰＯ法人連絡会など

もどんどん利用するのはいいと思うんですけれども、そんな中でやっぱり行政はもうち

ょっと強いビームを出してほしいと思いつつ臨んだ私的には、もうちょっと頑張ってい

ただきたい、そのように思いました。申しわけありません、以上です。 

【安藤委員長】  ありがとうございます。 

 今、玉山さんのほうからすごく大事なことであったんですが、行政が予算上の問題で

厳しいといいながらも、行政はどうも予算の枠でしか物事を考えませんけれども、今、

玉山さんが言ったように子育てや何かを進めると、どういう子どもを育てたいか、地域

の中で。ここの大きい目標があって、じゃ、行政は何やるべきなのか、ＮＰＯがどうや

ろうかという、ここが多分協働なんですよね。だから、行政の予算の枠の中で考えてく

ださいというのは、本来、市民側としては求めてないわけですので、もっと大きい目標

をやらなくては。だから、そこが多分白井さんが言ったとこところで、目標設定をどう

するのというのは、多分、そこも含めてあるのかなという感じしました。 

 それから、もう一つ大事な、これは協働していくときの原則をちょっと考えなくては

いけないのは、行政は公正性・公平性というのはあるけど、ＮＰＯ側はないんですよね、

公平性は。だから、性格が違うという、ここをやっぱりやっとかないと、押さえておか

ないとせっかくＮＰＯが持っているいい性格のものが押しつぶされて、とにかくやって

くださいになってしまっているというのは、そこのご指摘があったのかと思いましたの

で、これはとても大事なガイドラインを考えていくという重要なところですよね。 
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 じゃ、今井さん。 

【今井委員】  私もこのところへ参加するときに、日ごろわりと市役所の方と話しし

ながら、予算つけてもらっていることをずーっとやっていたんで、今さらこんなことや

んなくちゃいけねえのかなという不思議な気持ちもしたんですが、ヒアリングの話を聞

いていると、やっぱり課長とか係長のキャラによって大分変わってくるかなと。多分、

入れかえがあったときにたまに今回みたいなアンケートを、ちょっとおどし的にやっと

かないとですね、やってもらってもいいかなと。随分それで変わってくるんじゃないか

なということが１つと、あまりいろんな決めると、きっちり今回やる過ぎるとやりにく

くなること出るから、例えばすごく即効性が必要なことがあったときに、行政に任せと

いたほうがほんとうは早いのに、協働、協働、協働と言われて無駄な時間使って、なか

なか予算つかなかったりすること考えると、尐し緩い部分をつくっておいたほうがいい

のかなということと、日ごろ行政と何か予算つけて、私はどっちかというとお金もらう

ためにやっていることが多いんですけど、あまりこれいろんな人が参加しやすくなっち

ゃうと、本当にお金足りなくなっちゃうんじゃないかと思うんです。 

 ですので、我々はやりたいことがあって、必要なものがあって自分たちで動くじゃな

いですか。これがあまり大したことも考えてない人で、いろんなことを気軽に参加され

過ぎちゃうのも、ちょっと怖いかなというのがありましたね。ですので、今回いろいろ

話聞かせていただいてさっきのキャラ、課長と係長のキャラで大分変わってくるのかな

というところがありしました。 

【安藤委員長】  しょっちゅう今井さんは行政かかわっていらっしゃるので、行政担

当の個人個人のキャラを十分ご認識の中で事業を進めていると思いますが、そうなんで

す、行政がよく言うのは行政の継続性ですという、物事を考える継続性ですという、そ

ういうことが大前提なんですが、キャラがかわってよくなればいいんだけど、悪くなる

ケースというのをよく聞いてる方も多いと思いますが、それはちょっと違うんだろうな

という、今度は違う組織上の問題ですので、ここではちょっと踏み込みにくいかもしれ

ませんけれども、いずれにしてもそういう継続させるというのがこの協働の大事な部分

ですので、途中で大幅に変更とか、物事のとらえ方が人によって変わっちゃうとまた大

きな問題になりますので、この辺いかに継続させるかという、この仕掛けは多分必要に

なりますよね。 

 山路先生のほうはいいですか。今の全体聞いていただいたんですが、更にそれに補足

するなり、何なりするなりという。 

【山路委員】  委員の方々のお話に尽きると思いますが、案の定というか、やっぱり

このまとめとか中身に盛り込めなかったような、非常に重要な指摘が本当に出てきて、

まとめよりも更にもうちょっと幅広いまとめが必要なのかなと改めて思ったぐらいなん

です。ただ、議事録という形で残りますのでね、これを絶えず今言われた話を皆さん方

委員の方々、それから、市の関係者の方々も胸に刻んでいただいて、これからそれをも

とに議論するということを、絶えず意識しながらやっていければ、非常にいいなという

ことを改めて思いました。本当にありがとうございました。委員の方々、ご苦労さんで

ございました。 

【安藤委員長】  ということで、今は小委員会の委員の方のずーっとご報告聞いてい

ただいたのは、全体会のほうにご出席いただいている小委員会に出ていない方々にも、

その様子とか、何か聞いて「あ、そういうことだったのかな、そんな動きなのかな」と
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いうのを認識していただく共通の場面が欲しかったものですので、これの時間をとらさ

せていただきました。ということで、逆に今度は小委員会でない委員の皆さんのほうか

ら、ご質問なりご感想なりあったらば、どうぞご質問はしていただいて結構ですし、ペ

ーパーにあるものでご質問していただいても結構ですし、ご発言いただいた部分でご質

問があればどうぞご質問なり、ご感想をいただけるといいかなと思いますので、どうぞ、

どこからでも結構ですので。千葉さんあたりから行きましょうか。 

【千葉委員】  そうですね。こちらの報告書を送られてきて、私もちょっと斜め読み

しかできなかったんですけど、ばーっと読んだ感想がやっぱり市側の行政側の認識が、

すごい何か低いんじゃないか。もっと、白井さんが言っていたところのアンケート「記

入なし」って何みたいなのもすごく感じたし、最後のまとめなんかも読ませていただい

て、こちらの何か市民側の思いと市側の思いのギャップというのが、すごいあるんじゃ

ないかなと思ったんですけど、こうやって皆さん小委員会に出た方のお話を聞いて「あ、

頑張っている方がいらっしゃるんだ」、そういう人たちに力をもっと出していただける方

法を、この委員会でも考えられればいいのかなとは思いました。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 そのための多分指針じゃないんですけどね、中身があると思いますので是非またご議

論いただければ。吉田委員、いかがですか。 

【吉田委員】  まずもってこの小委員会の方、これほど調査をやられたことはうれし

い、また感謝します。それとまた準備室のほうで加藤さん、佐藤さん、このようにまと

められた、これは大変なことなんですよ、これ。これを生かすような形でやっていただ

きたいなと思っています。 

 何点か、もうランダムですけれども、思うんですが、１つは協働事業のやはりＰＲと

いうんですかね、そういうのが足りないんじゃないかなと。もちろん市の姿勢ですか、

ここに８ページにもありますように、認識度が低いということは事実なんで、これも１

つの課題では残しているなというのが１つあります。 

 それから、２つ目にこのような全体委員会、あるいは小委員会で机上の中で進めてい

るものと同時に、実は、今、ここの４２ページでしたか、具体的に動き出している事業

があります。これはインキュベートといいましょうか、尐しずつこれが育つ芽であると

いうことは喜ばしいことだと。私もこの中の３つの中でも、このミーティング会にも入

りまして、また参加させてもらっていますから、ここにも何人かいらっしゃいますけど

ね、１つはロケーション事業、また明日も視察に行くんですけれども、それから、ポー

タルサイト、佐藤さんやっております。それから、チップ化による廃材ですね、これ先

般も言いました。このような形で動きが尐し、ちょっと協働事業となかなか難しいし、

視点が違う場合もややあろうかと思いますが、尐しでも市民が動いて、そして芽が出る

ということは、実体験しなきゃいけないと、僕、思うんです。繰り返しますが机上じゃ

なくて、尐しでも芽が出て、理解度が深まるということを私は望むということが２点目

ですね。 

 それから、３つ、先生もおっしゃいましたけれども、継続性ですね。これは今年度も

また続けて流れていくわけですけれども、尐しずつ浸透しつつ、そしてかつ息の長い事

業、検討会であってほしいというのがあります。簡単ですが以上であります。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 そうなんですね、おそらくＰＲが尐ないという、認識がないというのと、これは両方
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市民側にもやっぱりきちんと理解して、先ほどからもアンケート・ヒアリングの中にも

ありましたけど、それがやっぱり必要なのと、行政側にもやっぱり認識を高めていただ

く。この仕掛けをどうするかはちょっとあとの議題として入りますので、是非またご意

見いただければと思います。じゃ、堀井委員はいかがですか。どうぞ好きなように。 

【堀井委員】  各課の報告を見て見ると例えば公民館なんかでは、企画実行委員とい

う小金井の制度がありまして、それはもう３０年以上前からやっている制度なんですね。

それを協働の中に挙げていないというのは、協働の一番いい形じゃないかいと私は思っ

たので、ちょっとショックだったんです。わんぱく夏祭り、子ども関連の事業なんかも、

結構、協働でやっていると市民が思っているものが、協働ととらえられてないという。

それはそれで定義のとらえ方が違うということになるんだなと思うんですが、それ今ま

でに積み上げられているそれらの市民と行政がうまくやってきている事業というか、先

例みたいなものをやり方も含めてもう一回検証しながら、見直してもいいんじゃないか

なと思いました。 

 協働という言葉に縛られるんじゃなくて、実態をとらえて、それが地域でどういう役

割を果たしていくのかという、認識をもう一回新たにしたらというふうに思います。私

たち市民が何を目標に市に関わるか、行政はそこをとらえてどういうふうに意識を変え

ていくかという、視点がこれから必要なんじゃないかなと思って見ています。別に協働

じゃないというふうに言ってても構わないと、一方で私自身は思っていまして、そこを

どうやって成果という形に、出していくかというのをこれから考えたいと思いました。

今後の課題としては一緒にやるやり方を、もう尐しお互いに話し合いながら、要するに

かかわり方のスタンスを、どうやってお互いにわかり合っていくというところになるん

ではないかと思います。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 これも先ほど川合さんのほうから出された感想の中にもありましたし、今、おそらく

何でも今は協働の中に無理やり突っ込もうとしていますからね、我々。そうじゃなくて、

ご指摘いただいた協働もあれば、単に従来やってきた支援みたいなね、そういうのもあ

れば、何かに参加するという幾つかの段階があると思うんですよ。おそらくその部分を

尐し区分けしてあげないと、今、行政の場合には何でも協働、協働で何でも協働に突っ

込めばいいかという話になると、それはちょっと違うかなという。この整理は、多分、

次回以降のところの「協働とは」という部分で、尐し整理できるといいなと思っていま

すので、また是非ご意見いただければと思います。じゃ、飯野委員。 

【飯野委員】  こそくな意見になるかもしれませんけれども、戦後６５年がたちまし

て、これまでの努力が報われた社会になったと思います。今回の市民協働という言葉に

接しまして、まず思い浮かべることは学生時代のことでございます。学校の授業が終わ

ると、５０分間、自治区域の労作という時間がありまして、生徒全員で校内の清掃管理

をしておりました。働くのが好きではなくて、この時間に勉強したいと思ったこともし

ばしばです。でも、実社会に出たときに関連されることがあり、今ではよかったと思っ

ています。 

 今回、市庁舎の全課にアンケートを実施されたことは画期的なことで、言うなれば、

市民一人一人を包括し、信頼関係を築いていこうというお姿が感じられ大変感動いたし

ました。未来は量より質の時代だと思いますが、一人一人が充実した心技体を構築して、

幸せな人生を送れるようにご指導いただきたいと思います。微力ながらその一端を担わ
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せていただければと思っております。 

【安藤委員長】  ありがとうございます。 

 それぞれのお立場から小委員会の中での議論、それから、小委員会にはいませんでし

たけれども、それを聞いた上でのご意見をいただきましたが、全体通してこの辺は尐し、

課題は今尐しいただきましたので、協働の枠組みとか、成果の問題とか、そういう幾つ

かいただきましたので、そういったものを次回詰めていくふうに課題として整理したい

と思いますが、全体通してこの辺は、もう尐し確認しておきたいとかいうのがあります

か。若しくはさっきこういう話があったんだけど、これはどういうことですかという質

問でもいいんです。 

 じゃ、次の今日の主題のテーマになりますけれども、そちらのほうに踏み込んでいき

たいと思うんですが、とりあえず今日小委員会でもってご議論いただいてきたものを、

皆さんのほうにご紹介しながら、今またご意見をいただいたということで、今日の報告

書ですけれども、一応、皆さんにちょっとお諮りして、意見言って修正するものは修正

するというふうにしたいと思っているんですが、これで皆さんのほうとしてはいろんな

立場の違い、いろんな立場からのご意見をいただいたということで、これをあえて大き

く全面的に書きかえなければいけないということはなかったかなと思うんですが、一応、

これを今回の委員会小委員会の報告ということでまとめたということで、確認させてい

ただくということでよろしいでしょうかね。 

 というのは、何かというと先ほど山路先生とも話して、事務局とも話していたんです

けれども、やっぱりせっかくこうやってまとめたんで、尐し表に出さなくてはいけない

んで、そういう意味ではこの委員会としても、これを確認しましたということを尐しし

といて、プレスにするなり、これから議会からも多分言われると思いますので、議会の

ほうにも出したりというところで、こういうことを行政としても考えていましたという

ことを、我々の市民側の目線でもってこんなふうなことを聞いて、こんなふうに分析し

ましたということを、尐し表に出していきたいと思いますので、そういう意味で今日は

この報告書ということで(案)としましたけれども、こういうことで出させていただくと

いうことで、ちょっとご了解いただきたいと思いましたので、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【安藤委員長】  はい、ありがとうございます。 

【川合副委員長】  ちょっと、委員長、あわせての質問なんですが、これを私がＮＰ

Ｏ法人連絡会に持ち帰って、どこまで公開をしていいのかというレベルの問題、ちょっ

と確認しておきたいんですが。 

【安藤委員長】  ちょっといいですか。それから、さっき川合さんになりますが、こ

っち側のアンケートの部分、まだちょっと調整しますという部分あるかもしれませんけ

れども、その辺のことも含めて。 

【鈴木課長】  今回お出しさせていただきました報告書並びに実態調査のアンケート

の調査結果ですね、原則的にこれ隠すものではございませんので、全面公開という形で

よろしいかと思います。 

【川合委員】  ああ、全面公開、はい。 

【鈴木課長】  また、昨年の１２月に行われております市議会の行財政改革調査特別

委員会のほうにおきましては、当委員会の進捗状況ですとか、庁内アンケートの結果等

について、一定、質疑がございました。本日ご議論いただきました市民協働に関する小
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金井市実態調査報告書につきましては、本日、この場でご了解をいただいたということ

になりますので、議会等にも、マスコミ等へのプレスも含めまして、資料としてお出し

させていただくことになるかと思います。よろしくお願いいたします。 

【玉山委員】  遅れて済みません、１点ちょっと気づいちゃったんですけれども、さ

っき、私、予算が主な問題になるということをヒアリングで聞いたんですが、２８ペー

ジの分析のエで、行政の方たちは協働事業にした主な理由に、経費の節減が主な理由に

入っていないと思うんですけれども、記録には何していただいてもいいんですが、私は

ちょっとこれは怪しいなと思うところがあって、「わかる」ではなくて、「そういう説明

がなされている」とかのほうがもしかしたら、より正しいかなと感じたんですけど、意

見として。 

【安藤委員長】  はい、基本的にはここで全国のね同じようなのをとったやつがある

んですよ、実はＮＰＯ側として、各行政の窓口。大体、似ているんです。行政としてと

いうのは全部行政として一括なんですけど、これは多分答えていただいたのは担当者レ

ベルか、ちょっと係長か、何かその辺ぐらいのところが、多分、アンケートの作業をや

ると思うんですが、実はあちこち聞くと、行政のトップのほうは経費節減になると思う

んです。担当者のほうは経費節減よりか、先ほどあったようにＮＰＯ側の持っている知

恵とか、力とか、そういうものを活用したい、一緒にやりたいという、このギャップが

同じ行政といってもあるんですね。ですから、そこはちょっと読み込みながら、実はこ

れを見ていったほうがいいかなという感じがしましたので。 

【事務局】  いいですか、委員長。 

【安藤委員長】  はい。 

【事務局】  事務局から。そうすると、確かに「わかる」ということは断定してもい

いかなとございますけれども、これらは協働事業として主な理由でないと「している」、

わかると。 

【山路委員】  ああ、それでいい。 

【事務局】  間接的にですね。よろしいでしょうか。 

【山路委員】  それでいいんじゃないですか。 

【安藤委員長】  はい、それで、先ほどの番号の順番がちょっと違っている部分もあ

りますし、今みたいな部分と、あともう尐し最終的には事務局のほうとこちらのほうで

やりますけれども、文言のてにをはの違いとか、何かそういうのがある部分は、修正さ

せていただいて出すという形になるかと思いますが、基本的な部分については、今、ご

了解いただいたということで、進めさせていただきたいなと思いますのでよろしくお願

いします。 

 ということで、時間があと２５分ほどしかありませんけれども、このことをヒアリン

グしたものを含めて、皆さんからいろんな課題を提起していただきました。それを尐し

今度は議論をしながら固めていくという作業になりますので、それが今後の議題の進め

方等になりますので、これについてお手元に資料、これをお開きいただければと思いま

す。一応、皆様方からいただいたような意見がどこに入るかというのもあるんですが、

そんなことを含めてこんなようなテーマを、当面、時間が尐ないですけれども、詰めて

いきたいと思いますので、事務局のほうからご説明いただけますか。 

【鈴木課長】  それでは、今後の検討委員会の検討事項及び進め方ということでＡ４、

２枚ですね、資料としてお出しさせていただきました。 
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 最初の１枚目のほうは、第１回の検討委員会からの経過ということで、１・２という

ことで書かせていただいております。３につきまして、検討委員会の今後の審議状況等

を考慮し、平成２３年度予算要求をしたところ、１月１３日に内示が出されております。

(１)といたしまして検討委員会、こちら全体会ですね、こちらのほうが６回分。また(２)

としまして小委員会、４回、この小委員会につきましては契約等に関する小委員会とい

うことで想定をしておりまして、専門家を招いてこの委員会の中で研修会みたいなもの

を行って、専門家に対する講師謝礼といったものも含まれております。 

 (３)といたしましてはワークショップ等ということで、２回分を想定しております。

この委員会でこれからつくり上げていきます答申案について、幅広く市民の方から意見

を聞くためということで措置したものです。また(４)といたしましては、起草委員会、

６回ということで、別途小委員会とは別に起草委員会というものを設けまして、委員さ

ん５名を選んでいただいて、具体的な答申案についてご検討いただくというものの委員

会を、６回程度想定しているところです。 

 これらを前提に検討委員会としての今後の議題、検討事項及び進め方について、事務

局のたたき台として２枚目で具体的に今後について挙げさせていただいております。先

ほど来、委員の皆さんから出されております諸課題、ご指摘事項について、すべて網羅

されているかどうかということについてはわかりませんが、事務局としてはたたき台と

して、これらの項目を挙げさせていただいております。市長からの諮問事項として、諮

問事項１「小金井市における市民協働のあり方等について」、諮問事項の２番目として

「(仮称)小金井市市民協働支援センターのあり方等について」ということで出されてお

りますので、その大きな２項目について引き続きご検討いただくということになるんで

すけれども、その具体的な検討事項として、諮問事項１については(１)～(５)まで、諮問

事項２については(１)～(４)までということで挙げさせていただきました。 

 あと下段の進め方等についてということになりますが、先ほどお話ししましたとおり、

まず契約等、協定を含むということで、今後非常に重要になってくるのではないかと、

この検討委員会の中で一部委員さんの中からそういったお声をいただいておりますの

で、一応、契約等に関しての小委員会、こちらのほうをつくりたいと考えております。

また、答申に当たり広く市民の意見を聞く必要があるということで、ワークショップ等

についても開催をしていきたいと考えております。あと市民からご意見を聞くワークシ

ョップとは別に、現在、協働事業を実施している市民団体等の方からの声というものに

つても、聞く必要があるのかどうかということは、委員の皆さんにご判断いただきたい

ところなんですが、一応、３番目として挙げさせていただきました。 

 雑駁でございますが、私のほうからは以上になりまして、具体的な日程案について、

山田係長のほうからご説明させていただきます。 

【事務局】  横長のＡ４のものをご覧いただけますでしょうか。今年度は次回２月な

いし３月ということで、第４回の全体会を予定をさせていただいております。２３年度

は、今、課長のほうからお話しいたしましたように、６回の全体会、それから、小委員

会、それから、起草委員会ということで、お手元にお示ししましたような形で、まずは、

今、検討事項ということでたたき台をお出ししたようなものについて、これでいいかど

うかということを含めて全体会で練っていただいて、その中で小委員会を何のテーマで

小委員会を設けていただくかというあたりもご検討いただいて、そこら辺の議論を踏ま

えて小委員会に書いていただくという形がとれればと思っております。 
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 それを受けて、もう慌しいんですが、起草委員会に後半、秋ごろから着手をしていた

だくような流れになるかなと。起草委員会で踏まえていただいたものを全大会でご確認

いただいて、骨子みたいなものができた段階で、それがどうかということで、ワークシ

ョップで市民の皆さんのご意見いただくと。またそれを受けて起草委員会で練っていた

だいて、全体会にかけてというふうな形で、起草委員会と小委員会のほうでキャッチボ

ールをしていただくような形で、深めていただくという形がとれればと。最後の全体の

答申のまとめができるところで、ワークショップでまたご意見をいただいて、全体会で

まとめて答申という形のプロセスの一応ご提案でございます。 

 小委員会に関しましては、講師の謝礼というのも措置されておりますので、物によっ

ては必要なご専門の方のアドバイスというか、先進の事例についてもお話を聞いていた

だいて、そのレクチャーを受けた上でご議論いただくという形も想定をしております。

以上です。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。 

 ということで、これからは、今、それぞれ皆さん方が関わっていただいたもの、課題

として出していただいたものを議論しながら、固めていくという作業になるかと思いま

す。それで出していただいたものについては、大きく１つのカテゴリーとしては「市民

協働のあり方」としてありますが、テーマはちょっと後で変えるにしても、１つ、先ほ

どから出てきて協働についてのいろんな行政との中での考え方のばらつき、また我々市

民側もばらつきありますけれども、こういったものを含めて協働とは一体何なのか、ど

ういうルール、どんな視点でやればいいのかという、この辺のところを固めていくとい

うことで、先ほど幾つか出された課題をきちっと詰めていくという、そういう作業にな

っていくかと思います。 

 更には、そういう進めるための条件整備ということでもって、先ほど行政の中の職員

の人たちの思っている違い性とか、一生懸命やっているけど、ちょっと違い性があると

かいうことを含めると、そういう進めるための条件整備ということで、きちんと研修等々

を含めながら進めていくと同時に、行政の中できちんとそれを進める、コーディネーシ

ョンできるようなセクションがやっぱり必要なんだろう。それはどういったものがいい

のかというようなことを含めて、尐し条件整備をしていくということ。それから、さら

にいろんな形で活動をしていますので、そういったものの協働していくための方策とか、

逆に市民側のこれを一緒にやりたいよという提案する、そういう仕組みづくりとか、そ

れから、先ほど出ていましたようにきちんと評価を、そういったものがどうだったのか

ということを含めた評価の仕組みをちょっと考えていくとかいう、この辺のところを尐

し詰めていくということをしていきたいと。 

 それから、もう一つは、そんなことを含めて、おそらく一番ＮＰＯなり行政担当者も

悩んでいるのは、先ほどからありましたように委託とか、補助とかいろいろありますけ

れども、委託は行政の仕事ですとなってしまうし、補助は単に奨励補助ですとなってし

まうし、川合さんは公共の仕事をやっているんだからという言い方をしましたが、でも、

そういうことも含めてきちんと契約書というものが、単なる従来の契約の中ではどうも

行き詰ったというのも、多分、認識としてそれぞれあると思うんです。この辺のところ

を尐し新たな課題として、詰めておかないといけないんではないかということで、その

ようなことのテーマを今出させていただきましたので、これに更につけ加えていくもの、

強弱もあるかと思いますので、つけ加えていくものと等々があれば、またそこに付加し
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ていくということで、議論を進めていってまとめていきたい。 

 同時に、もう一つの大きなテーマとしては、こういったものを市民側も含め全体で調

整していったり、コーディネーションしたりという、ＮＰＯ等々を啓発したり、育てた

り、調整したりという、この部分のコーディネーションする仕組みが必要なので、これ

を私たちは中間支援といっておりますが、ここでは支援センターというふうになってお

りますが、この支援センターをどういう支援センターにしていくのが小金井にとってい

いのかという、多分、これが進めていく上では大きなかなめになると思います。そうい

う意味では、この支援センターのあり方というものについて議論をしていきたいと思っ

ております。 

 どういう進め方するかは先ほど事務局からあったように、単にこの中ではなくて、市

民の方にも尐しご参加いただくような、そういったところをところどころに取り入れな

がらというふうにしたいと思いますが、ここでもテーマが尐し大きくなりますので、小

委員会的なもの、起草委員会も含めてありますので、これはとにかく全員に分担してい

ただいて、進めていかなければならないと思いますので、またこの部分について時間を

ちょっととらさせていただくかもしれませんが、それはご了承いただきたいと思います。 

 いずれにしても、この委員会が最終的には来年の３月までには出さなければいけない

という、後ろが決まっているというのは、これは行政のやり方ですが、後ろに間に合わ

せるという意味で、非常にスケジュール見ていただくのと、テーマそのものが大き過ぎ

ますので、非常にタイトになるかと思いますが、ちょっとこの辺のところは申しわけあ

りませんけれども、私たち頑張らなきゃいけないよなと思いますので、その点もよろし

くお願いしたいと思います。 

 全体の課題ということで、議論していただくテーマというのはそこに出させていただ

き、スケジュール的なものを出させていただきましたけれども、特にテーマあたりのと

ころで、これは是非加えておいていただいたらどうかというのがありましたらば、その

辺のところの意見も含めてちょっとご意見いただきたいと思います。全般通してで結構

ですが。皆様方がヒアリング等々しながら尐し疑問に思われたものを、是非この部分で

テーマとしてもう尐し深めておいてほしいという、それがございますでしょうか。先ほ

ど出していただいた範疇では、大体、どこかにもぐり込ませられるか、議論できるかと

思いましたけれども。 

 はい、どうぞ。 

【玉山委員】  一番最初に市民協働推進支援調査報告書というのが配られていますが、

小委員会でも話題になったんですけれども、「現在、協働事業を実施している」、ここに

も書いてありますよね、「市民団体等の意見を聞く必要がないか」、これは是非聞きたい

と思っているんですが、いかがでしょうか。 

【安藤委員長】  聞きたいと思いますが、はい。そうしますと、多分、これは先ほど

評価の部分で私は思ったんですけれども、多分、評価の仕方が行政側と市民側違うんで、

同じものをやっても評価が全然離れてしまうというのが幾つかありますので、そういう

ことも含めると実際にどういうふうに協働するのがいいのか、どういうような契約なり

何なりを使えばいいのかという、ここは多分聞く必要性はあるかなと思いますが、一応、

聞くということを前提に考えながら、聞くときに漠として「どうですか」って聞いても

しようがありませんので、意見を尐し詰めていった段階で、「この部分はどうですか」と

いう聞き方でもいいでしょうかね。何か全般で「協働はどうですか」というとみんな漠
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としちゃいますから、尐しテーマ絞ると。 

【川合副委員長】  １つのたたき台が。 

【安藤委員長】  もしくは、うん、これがありますので。 

【川合副委員長】  だから、これをやった方たちがやってくれた例の調査結果を、ま

ず報告いただくことでスタートしてもいいんじゃないかと思うんですけどね。 

【安藤委員長】  おそらくこれを、ちょっと打ち合わせでもやったんですが、これを

尐し取りまとめていただいたところから聞くというのと、個別的にもう１個、実際にや

っているのを聞くという、そういう幾つかの段階あるんで、それは議論を進めていって、

テーマがぐっと決まったところで、ここだけ高めていくみたいなほうが効果的だし、よ

り問題が鮮明になるかなというので、そんなのでいいでしょうかね、そういう進め方で。 

【川合副委員長】  はい。 

【安藤委員長】  聞くということは、絶対入れるということを前提にしといて。 

【川合副委員長】  そうですね。 

【安藤委員長】  入れるということを前提にしといて。 

【堀井委員】  支援調査報告書の中にヒアリングを七、八団体にやっています。 

【安藤委員長】  やっているんですよね。 

【堀井委員】  その報告も一緒に盛り込まれていますので、そこで見えてきた課題な

ども含めながら、違う団体とかにヒアリングをしたほうがいいんじゃないかと思ってい

ます。 

【安藤委員長】  ただ、議論するときには先ほどの資料とか、今回の資料とかいうの

をベースにしながらテーマ入っていますので。 

 それでは、非常に大きなテーマをこれから詰めてまいりますので、といいながらも非

常に時間がない、回数がない中でやりますので、申しわけありませんが、日程等々決め

させていただきたいと思いますが、一応、こういう方向で行くということでよろしいで

すか。 

（「はい」の声あり） 

【安藤委員長】  はい、ありがとうございます。 

 それでは、一応、今日のテーマ的なものについては終わらせていただきながら、次回

の日程等について第４回の日程を調整したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【今井委員】  委員長 

【安藤委員長】  はい。 

【今井委員】  たまに夜にしませんか。 

【川合副委員長】  夜？ 

【安藤委員長】 千葉さんは大丈夫ですか、夜。 

【千葉委員】  夜はどれぐらいの夜？ 

【川合副委員長】  どのぐらいか。 

【今井委員】  深夜まではちょっとまずい。白井さんも仕事休まなきゃだめだものね。 

【白井委員】  そうですね、いずれにしても、夜といっても、多分。 

【安藤委員長】  夜というのもあった。 

【白井委員】  前は１回６時半ぐらいで。 

【安藤委員長】  １回やりましたですね。最初のころはそうだったんですね。ちょっ

とお仕事の関係でいろんな案で夜というのも想定できるんですが、子育てという部分に
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なると昼間のほうがいいかという、そんなことも含め出やすいのはどっちがいいかとい

うのはあるんですが、じゃ、物によっては夜やるというのもやるけれども、昼間もやる

ということでいいですか。 

【今井委員】  はい。 

【安藤委員長】  はい、ありがとうございます。 

 じゃ、次回の日程のところですけれども、第４回の部分ですが、２月と入っています

が、先ほど事務局と調整をさせていただいたんですけれども、３月の１つ大きい候補は

２日の日の水曜日というところなんですが、午前と午後と夜というところですが、ここ

で調整したいと思うんですが、まず午前中だめという方いらっしゃいますか。これは大

丈夫だ。午後だめという方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。夜はだ

めっていう方いらっしゃいますか。 

【玉山委員】  なるべく、午前のほうが好ましい。 

【千葉委員】  そうですね。夜は避けたいですね。 

【安藤委員長】  はい、わかりました。 

【今井委員】  じゃ、せめて午後。 

【安藤委員長】  午後ね、午後でよろしい、午後のほうが実は。 

【山路委員】  白井さんはちょっと午後はまずいんですね。 

【白井委員】  そうですね。 

【川合副委員長】  中途半端だな。 

【白井委員】  一番中途半端ですね。 

【安藤委員長】  午前か夜かという。 

【白井委員】  夜のほうがいいですね、それだったら。 

【安藤委員長】  なるほど。そうしますと、調整が必要ですよね、そういうご家庭持

っている方は。じゃ、とりあえず４回については午前中にさせていただいて、早めに、

今度、午後を調整する、夜を調整するというふうにさせていただきたいと思います。４

回目、じゃ、午前中で１回とらさせていただくというふうにしたいと思います。よろし

いでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【安藤委員長】  はい、それで、というふうになりますと。 

【川合副委員長】  ４月だ。 

【安藤委員長】  ４月ですね、というのを押さえておいたほうがいいですね。４月な

んですが。 

【事務局】  委員長、時間。 

【安藤委員長】  午前中。 

【事務局】  午前中の時間は何時から？ 

【安藤委員長】  １０時から、でも、９時半で可能ですか。 

【川合副委員長】  はい。 

【安藤委員長】  ９時半でいいですか。 

【今井委員】  ちょっと待って、１０時のほうが。 

【安藤委員長】  いい？ ちょっと過ぎるかもしれませんが、１２時ということで流

させてください。いいですか。 

 それで、第５回目になりますけれども、５回目を４月の２２日ですか、金曜日じゃな
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いか。 

【川合副委員長】  金曜日ですね。 

【安藤委員長】  金曜日ですね。 

【山路委員】  ２２日？ 

【安藤委員長】  これはいかがですか。今からだと午後なり、午後は中途半端といっ

たんですね、夜ですね。夜だと調整ききます、このくらい先ですと？ 

【玉山委員】  はい。 

【千葉委員】  はい。 

【安藤委員長】  ききますか。千葉さんのほうはいいですか。 

【千葉委員】  はい。 

【安藤委員長】  いいですか。 

【千葉委員】  はい。 

【安藤委員長】  夜だと何時だったら可能ですか。６時ぐらいで可能ですか。 

【玉山委員】  ６時？ ６時半ならいい。 

【安藤委員長】  ５時半、５時半という。 

【玉山委員】  いや、６時半。 

【安藤委員長】  ６時半、６時半、９時。 

【山路委員】  まあ、８時半ですね。 

【安藤委員長】  今井さんは大丈夫ですか。 

【今井委員】  ええ、問題ないです。 

【安藤委員長】  お仕事の関係上、皆さん大丈夫ですか。 

【白井委員】  はい、大丈夫です。 

【安藤委員長】  はい、じゃ、２２日６時半からということで。 

 済みません、じゃ、第７回のときは第４回のときに、ちょっと日程を調整をさせてい

ただくというふうにしたいと思いますので、済みません、４回と５回をよろしくお願い

します。 

【玉山委員】  場所は追って？ 

【安藤委員長】  ちょっと追っていただきましょうか。 

【事務局】  ４回目の３月２日のほうは、お隣の３階、萌え木Ａ会議室ですね。 

【川合副委員長】  もう一方は。 

【事務局】  ４月２２日のほうはちょっともう一回。 

【安藤委員長】  それは後でまた調整してご連絡ください。 

【事務局】  はい。 

【安藤委員長】  全体を通してよろしいでしょうか。事務局のほうはさらに何かござ

いますでしょうか、連絡等々を含めて。よろしいですか。 

 それでは、ちょうど１２時になろうとしているところでございますので終わりにした

いと思います。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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第３回小金井市市民協働のあり方等検討委員会次第 

 

 

１ 日 時  平成２３年１月２１日（金）午前１０時～正午 

 

２ 場 所  前原暫定集会施設Ａ会議室 

 

３ 次 第   

 （１）市民協働に関する小金井市実態調査報告書（案）について 

 （２）検討委員会の今後の議題（検討事項）及び進め方等について 

（３）その他 

    

４ 提出資料 

 （１）市民協働に関する小金井市実態調査（アンケート調査）結果 

 （２）市民協働に関する小金井市実態調査報告書（案） 

 （３）検討委員会の今後の議題（検討事項）及び進め方等について 

（４）検討委員会の日程（案） 
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検討委員会の今後の議題（検討事項）及び進め方等について 

 

１ 第１回検討委員会（平成２２年７月１日）に日程（案）を提出し、了承を 

得た。 

 

２ 小委員会を１１回開催し、アンケート調査結果及び報告書（案）を別紙の 

 とおり作成した。 

 

３ 検討委員会の今後の審議状況等を考慮し平成２３年度予算要求をしたとこ 

ろ、１月１３日に次のとおりの内示があった。 

（１）検討委員会  ６回 

（２）小委員会  ４回 

   ※ 契約等に関する小委員会（委員５名）を想定している。専門家を 

招き研修する費用も含まれている。（２時間分） 

（３）ワークショップ等  ２回 

   ※ 答申するにあたり広く市民の意見を聴くためにワークショップ等 

（全委員の出席を予定）の開催を想定している。 

 （４）起草委員会  ６回 

    ※ 委員５名を想定している。 

 

４ 以上を前提に、検討委員会の今後の議題（検討事項）及び進め方等（案） 

（たたき台）を別紙のとおり提案する。 
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検討委員会の今後の議題（検討事項）及び進め方等（案）（たたき台） 

 

【議題（検討事項）について】※ 順不同・重複あり 

１ 諮問事項１「小金井市における市民協働のあり方等について」を審議・検 

討するための議題（検討事項） 

（１）市民協働の定義及び意義 

（２）市民協働を推進するためのルールと仕組み 

（３）市民協働を推進するための条件整備 

ア 職員及び市民の協働意識を高めるための方策 

イ 協働事業の担い手を育成・発掘するための方策 

ウ 市民協働を推進するための市の行政組織の整備 

  （ア）専担課の整備及び専担職員の配置 

  （イ）全庁的に市民協働を推進するための組織の整備  

（４）協働事業を推進するための方策 

  ア 現在市が単独で行っている事業に市民協働の手法を取り入れるため 

   の方策 

  イ 行政提案型協働事業・市民提案型協働事業の創設 

  ウ 新たな評価システムの構築 

（５）協働事業における契約（協定を含む）のあり方 

  

２ 諮問事項２「（仮称）小金井市市民協働支援センターのあり方等について」 

を審議・検討するための議題（検討事項） 

（１）名称 

 （２）施設内容 

 （３）機能 

 （４）運営方法等 

 

【進め方等について】 

１ 協働事業における契約（協定を含む）のあり方等を検討するため、小委員 

会を設置する。（「小金井市市民協働のあり方等検討委員会設置要綱」の改正 

が必要） 

２ 答申にあたり広く市民の意見を聴くために、ワークショップ等（名称・方 

法等は検討）を開催する。 

３ ワークショップとは別に、例えば現在協働事業を実施している市民団体等 

の意見を聴く必要はないか。 

 


